
認証取得に向けた取組状況確認（次世代育成支援部門）

要件に適合するものに○を記入してください。書類等で確認できない場合は対象となりません。

適合しない理由及び達成に向けた取り組み欄は必ず記入してください。

申請者 県確認 要 件
添付書類

（申請者欄が○の場合）

適合しない理由及び

達成に向けた取り組み

★次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を

策定し、労働局へ届け出ていること

・労働局に提出した策定届の写し

いずれかに該当する

５年以内において、男性延べ 14 日以上、又は女性延べ６

か月以上の育児休業取得者の実績があり、かつ取得者が

申請時に復職し、現に勤務していること

※分割取得の場合は合計した取得日数とする

【５年以内の実績】

・男性（延べ 14 日以上） …（ ）人

・女性（延べ６か月以上）…（ ）人

５年以内において育児休業の対象となる労働者がいない

場合は、中学校卒業前の子又は孫について、企業独自の

育児を目的とした休暇制度や看護休暇制度を利用した労

働者がいること

（参考様式 10）
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いずれかの取組を行っている

○ア法を上回る育児休業制度の設置

例）一定の事情の有無に関わらず、子が１歳を超えても取得

できる など

・就業規則等の該当箇所の写し

○イ法を上回る看護等休暇制度の設置

例）小学校３年生修了後も利用できる、年５日より日数が多

い など

・就業規則等の該当箇所の写し

○ウ法を上回る柔軟な働き方を実現するための制度等の

設置

例）子の中学校就学前まで短時間勤務制度を利用できる

例）子の中学校就学前までの間、短時間勤務制度のほか始業

終業時間の繰上げ繰下げ措置など複数の制度が設置され

ている など

・就業規則等の該当箇所の写し

○エ配偶者出産休暇や育児に関する目的で利用できる休

暇制度の設置

・就業規則等の該当箇所の写し

○オ不妊治療のための制度の設置 ・就業規則等の該当箇所の写し

○カテレワークの導入

※柔軟な働き方を実現するための措置等、法対応のため

の導入を除く

・テレワーク勤務規定等の写し、社内に制度

を周知した通知の写しなどテレワークを導

入していることがわかるもの

○キ半日又は時間単位で使用できる年次有給休暇制度

の設置

・就業規則等の該当箇所の写し

○ク県が次世代育成支援のために実施する事業への取組 ・別途県が定める事業への取組がわかるもの

（新） （旧）



○ケその他次世代育成支援に関する取組で効果があがっ

ているもの

（ ）

・取組内容と効果がわかるもの

（新） （旧）



認証取得に向けた取組状況確認（年次有給休暇の取得促進部門）

要件に適合するものに○を記入してください。書類等で確認できない場合は対象となりません。

適合しない理由及び達成に向けた取り組み欄は必ず記入してください。

申請者 県確認 要 件
添付書類

（申請者欄が○の場合）

適合しない理由及び

達成に向けた取り組み

○ア基準を満たしている

又は○イ及び★マークのついた要件を満たしている

○ア前年度の従業員すべてで平均した年次有給休暇取得率

が 70％以上である

○イ前年度の従業員すべてで平均した年次有給休暇取得率

が 60％以上で、かつ、前々年度を上回っており、取得率

70％以上を達成目標として明文化して意思表示をし、社内

外へ発信している

半日または時間単位で使用できる年次有給休暇制度の設置 ・就業規則等の該当箇所の写し

★従業員の休暇取得を促進し、休みやすい職場にするための取

組を実施している

例）年休計画付与や連続休暇制度、年休取得強化月間の設定、年間の

年休取得計画の策定 など

・就業規則等の該当箇所の写し、年休計画付

与や連続休暇の状況が記されたカレンダー、

年休取得強化月間の案内、社内通知の写し

など

（参考様式 10）
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認証取得に向けた取組状況確認（女性の活躍推進部門）

要件に適合するものに○を記入してください。書類等で確認できない場合は対象となりません。

適合しない理由及び達成に向けた取り組み欄は必ず記入してください。

申請者 県確認 要 件 添付書類
適合しない理由及び

達成に向けた取り組み

★女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一

般事業主行動計画を策定し、労働局へ届け出ていること

・労働局に提出した策定届の写し

女性活躍の状況に関する基準のうち１つ以上の基準を満たしている

又は基準を満たしていない場合は、２つ以上の基準が直近の２事業年度連続で改善している

○ア直近の事業年度において、男女別の採用における競争倍

率が同程度であること

・「採用における女性の競争倍率」×0.8 が「採用における男性の

競争倍率」よりも低いこと

○イ直近の事業年度において、女性労働者の平均勤続年数が

男性労働者の平均勤続年数に対して７割以上であること

○ウ直近の事業年度において、労働者の法定時間外労働及び

法定休日労働時間の合計時間数の平均が、各月ごとにすべ

て 45 時間未満であること

○エ直近の事業年度において、管理職に占める女性の割合が、

国が別に定める産業ごとの平均値以上であること

（参考様式 10）

（新） （旧）



○オ女性の非正社員から正社員への転換などの多様なキャリ

アコースを設けており、直近の３事業年度内に１人以上の

実績があり、かつ対象者が申請時に現に勤務していること

・女性の非正社員から正社員への転換

・女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換

・過去に在席した女性の正社員としての再雇用

・おおむね 30 歳以上の女性の正社員としての採用

・雇用契約書の写し及び出勤簿の写し な

ど

いずれかの取組を行っている ※柔軟な働き方を実現するための措置等、法対応のための導入を除く

○ア短時間勤務制、フレックスタイム制、早出遅出勤務制等

の導入

・就業規則等の該当箇所の写し

○イテレワークの導入 ・テレワーク勤務規定の写し、社内に制度

を周知した通知の写しなどテレワークを導

入していることがわかるもの

○ウ半日又は時間単位で使用できる年次有給休暇制度の設置 ・就業規則等の該当箇所の写し

（新） （旧）


